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○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
六
十
四
号

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
十
七
条
の
二
第
十
項
第
一
号
ロ
の
規

定
に
基
づ
き
、
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
五
年
六
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
年
運
輸
省
告
示
第
五
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
申
告
書
に
記
載
す
る
事
項
等
）

（
申
告
書
に
記
載
す
る
事
項
等
）

第
十
一
条
の
六

規
則
第
十
七
条
の
二
第
十
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
申
告
書
に
記

第
十
一
条
の
六

規
則
第
十
七
条
の
二
第
十
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
申
告
書
に
記

載
す
る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
対
応
す
る
そ
の
他
の
書
類
は
、
次
の
表
の
と
お
り

載
す
る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
対
応
す
る
そ
の
他
の
書
類
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

注

注

１

第
十
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
犯
罪
及
び
懲
戒
の
経
歴
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

第
十
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
犯
罪
及
び
懲
戒
の
経
歴
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

に
つ
い
て
申
告
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
経
歴
の
詳
細
を
対

に
つ
い
て
申
告
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
経
歴
の
詳
細
を
対

象
者
と
の
面
接
に
お
い
て
確
認
し
、
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
連
す
る

象
者
と
の
面
接
に
お
い
て
確
認
し
、
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
連
す
る

も
の
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
。

イ

次
に
掲
げ
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
に
よ
り
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

イ

次
に
掲
げ
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
に
よ
り
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
の
な
く
な
っ

れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
の
な
く
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て

た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
具
体
的
な
犯
罪
歴

は
、
そ
の
具
体
的
な
犯
罪
歴

⑴
～
⑶

（
略
）

⑴
～
⑶

（
略
）

⑷

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え

⑷

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え

我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二

我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特

十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

⑸
・
⑹

（
略
）

⑸
・
⑹

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



- 3 -

附

則

こ
の
告
示
は
、
国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百

六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


